












初心者・シニア向け 

体験中のスマホは貸出し！  

お持ちでない方も、安心して 

参加できます。 

令和８年２月２６日（木） 午後2～4時 

【スマホの基本と詐欺対策】  

会場 

定員 

袖ケ浦市 平川交流センター（平川公民館） 

２０名（申込先着順）         

持ち物 筆記用具 

申込みはお電話（又は窓口）で！ 

☎0438-75-2195 
袖ケ浦市平川交流センター（平川公民館） 
    〒299-0236 

    袖ケ浦市横田１１５－１ 

スマホ体験セミナー 

２月２日（月） 受付開始 

無料 対象 市内在住の方 



（生涯学習推進大会記念講演）（生涯学習推進大会記念講演） 第289回第289回

■講師プロフィール
1954年生まれ。経済事務所勤務後、1982年からフリーの経済
ジャーナリストとして、新聞・経済誌などに連載。女性では珍しく
骨太な記事を書くことで話題となる。
難しい経済やお金の仕組みを、生活に根ざしてわかりやすく解説し、
以降、経済だけでなくマネー分野の記事も数多く手がけ、ビジネス
マンから主婦に至るまで幅広い層に支持されている。バブル崩壊
直後からデフレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計
運営を提唱し続けている。
新聞、雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍中。
近著に「65歳からは、お金の心配はやめなさい」。

■講師プロフィール
1954年生まれ。経済事務所勤務後、1982年からフリーの経済
ジャーナリストとして、新聞・経済誌などに連載。女性では珍しく
骨太な記事を書くことで話題となる。
難しい経済やお金の仕組みを、生活に根ざしてわかりやすく解説し、
以降、経済だけでなくマネー分野の記事も数多く手がけ、ビジネス
マンから主婦に至るまで幅広い層に支持されている。バブル崩壊
直後からデフレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計
運営を提唱し続けている。
新聞、雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍中。
近著に「65歳からは、お金の心配はやめなさい」。

袖ケ浦市教育委員会 生涯学習課
TEL:0438-62-3743　FAX:0438-63-9680

問い合わせ・申し込み

▶手話通訳あり
▶保育あり
▶手話通訳あり
▶保育あり

第44期第2回市民三学大学講座第44期第2回市民三学大学講座

■ 保育申込は２月６日（金）までに生涯学習課へお申し込みください。
■ １人あたり利用料：200円。対象：２歳以上の未就学児
■ 保育申込は２月６日（金）までに生涯学習課へお申し込みください。
■ １人あたり利用料：200円。対象：２歳以上の未就学児

オンライン（YouTube）で
配信します。

配信期間　３月４日（水）～11日（水）
申込期限　２月27日（金）
申込方法　１.申込フォーム（二次元コード参照）
　　　　　２.生涯学習課へ電話またはFAX （申込フォーム）

※通信にかかる費用は各自のご負担になります

■生涯学習推進大会スケジュール■生涯学習推進大会スケジュール
13:00　開　　会
　　　   袖ケ浦市社会教育功労感謝状贈呈 他
14:20　市民三学大学講座受付
14:30　記念講演（第２回市民三学大学講座）
16:00　閉　　会

13:00　開　　会
袖ケ浦市社会教育功労感謝状贈呈 他

14:20　市民三学大学講座受付
14:30　記念講演（第２回市民三学大学講座）
16:00　閉　　会

■講　師　荻原　博子 氏
■日　時　令和８年２月14日（土）
　　　　　 14時30分～16時00分
■会　場　袖ケ浦市民会館 大ホール

■講　師　荻原　博子 氏
■日　時　令和８年２月14日（土）
　　　　　 14時30分～16時00分
■会　場　袖ケ浦市民会館 大ホール

おぎおぎ わらわら ひろひろ ここ

（経済ジャーナリスト）（経済ジャーナリスト）

※オンラインのみ事前申し込みが必要※オンラインのみ事前申し込みが必要
入場無料

人生100年時代の
生活設計

人生100年時代の
生活設計



令和７年度 山野貝塚シンポジウム
さん や かい づか

山野貝塚のムラの形の
意味を探る

令和8年2月7日（土）
10：00～15：45　　　9：30

報告1 「山野貝塚の集落の形と今後の整備について」
 袖ケ浦市教育委員会生涯学習課職員

報告 2 「千葉県における中央窪地型環状集落」
 千葉市立加曽利貝塚博物館　松田　光太郎

報告 3 「加須市長竹遺跡の調査と集落形について」　　
 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団　黒坂　禎二

報告 4 「神奈川における縄文時代後晩期集落と地形」
 公益財団法人 かながわ考古学財団　阿部　友寿

講演 「環状盛土遺構と環状列石の構造と景観」
 千葉大学大学院人文科学研究院教授　阿部　昭典

ディスカッション「山野貝塚のムラの形の意味を探る」

主　催：袖ケ浦市教育委員会
後　援：千葉県教育委員会
連絡先：袖ケ浦市教育委員会
　　　　生涯学習課
　　　　☎0438-62-3744

文化庁補助事業
「地域の特色ある埋蔵文化財活用事業」

山野貝塚シンポジウム
ＨＰはこちら

日時

袖ケ浦市民会館大ホール
袖ケ浦市坂戸市場１５６６番地
（ＪＲ内房線袖ケ浦駅より徒歩１５分）

会場

開場

事前申し込み不要

入場
無料

入退場
自由

■ 昼休憩時の販売 … イボキサゴの出汁を使ったおでん
■ ロビー展示 … 山野貝塚発掘調査等



開催にあたり
　袖ケ浦市に所在する山

さんや か い づ か

野貝塚は、縄文時代後期から晩期にかけて営まれた集落の跡で、東京湾東岸中央部にある地
理的特徴を反映した、この地域の拠点となる集落であるなどの理由で国史跡に指定されました。
　史跡指定後、現地整備のための発掘調査を実施した結果、長期間にわたり営まれた「中

ちゅうおうくぼちがたしゅうらく

央窪地型集落」と呼ばれる集
落構造の一端を明らかにすることができました。中央窪地型集落は、遺跡中央部が窪み、その周囲が環状に高まる集
落で、山野貝塚では、集落の時期が新しくなるにつれて住居等の生活痕跡が集落の外側から内側に向って収縮し、さ
らに集落が営まれた最終段階である晩期になると、集落の中央部に窪地が形作られたことがわかりました。
　このような成果に基づき、山野貝塚の現地整備では中央窪地型集落の形を復元することとしており、今回のシンポ
ジウムでは、山野貝塚と同時期に営まれた関東地方の集落の内容と比較することにより、山野貝塚に残されたムラの
形の意味について探っていきます。

10:00〜10:05 開会あいさつ

10:05〜10:35 報告1	●「山野貝塚の集落の形と今後の整備について」　　　
	 　袖ケ浦市教育委員会生涯学習課職員

10:35〜11:05 報告2	 ●「千葉県における中央窪地型環状集落」
	 　千葉市立加曽利貝塚博物館　松田　光太郎

11:05〜11:35 報告3	 ●「加須市長竹遺跡の調査と集落形について」
	 　公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団　黒坂　禎二

11:35〜12:05 報告4	 ●「神奈川における縄文時代後晩期集落と地形」　
	 　公益財団法人 かながわ考古学財団　阿部　友寿

12:05〜13:10 休憩	 イボキサゴの出汁を使ったおでんの販売

13:10〜14:10 講演	 ●「環状盛土遺構と環状列石の構造と景観」　　
	 　千葉大学大学院人文科学研究院教授　阿部　昭典

14:10〜14:30 休憩

14:30〜15:45 ディスカッション　「山野貝塚のムラの形の意味を探る」

日程

埼玉県加須市長
ながたけ

竹遺跡の大型住居跡
写真提供：埼玉県教育委員会

神奈川県秦野市稲
い な り ぎ

荷木遺跡の住居跡と墓域
写真提供：公益財団法人かながわ考古学財団

千葉県及び周辺の縄文時代後期の遺跡分布

墓域墓域

住居跡住居跡



 

日 時 
２月１８日（水） 

１４：００～１５：３０ 

内 容 
今日（腸）から始める健康管理 

～健康は腸から 健康寿命をのばすコツ～ 

会 場 
平岡交流センター（平岡公民館） 

研修室 

申込先 
袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター 

４０－５９９４ 

         申 込  期 限  ２月１７日（火） 

        定     員  ２０名 

        参   加   費   無料 
  

    

        ご不明な点等ございましたら、  

      袖ケ浦市役所高齢者支援課地域包括支援センターまでご連絡ください。 

      電話 ０４３８－６２－３２２５ 受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

 
 

   今後も実施予定です。順次お知らせしていきます。 

   ホームページもご覧ください！ 

 

気軽に参加し

てほしいガウ 

 

※実施会場につきましては、変更となる場合があります。お申し込みの際にご確認ください。 





 

 
林 野 火 災 注 意 報 林 野 火 災 警 報 

発令指標 

次の❶又は❷のいずれかの条件に該当す

る場合 

❶前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ

前３０日間の合計降水量が３０ｍｍ以下 

❷前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下かつ

乾燥注意報が発表されている 

左記の発令指標に加え 

「強風注意報」が発表されている 

発令対象期間 １月から５月 

火の使用制限 

❶山林、原野等において火入れをしないこと 

❷煙火を消費しないこと 

❸屋外において火遊び又はたき火をしないこと 

❹屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しな

いこと 

❺山林、原野等の場所で喫煙しないこと 

❻残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること 

罰 則 な し ３０万円以下の罰金又は拘留 

火の使用制限 

対象区域 

森林又は森林から周囲１ｋｍの範囲内 

詳細はちば情報マップをご確認ください 

https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/Portal 

大船渡市の林野火災を受けて「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します！ 

発令された場合屋外での火の使用が制限されます！ 

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 運 用 開 始 

問い合わせ先 
袖ケ浦市消防本部  
TEL：0438-64-0119 



問い合わせ先：袖ケ浦市役所 防災安全課 ０４３８－６２－３１０６  

一定の違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符」による反則（違反）告知を行い、

各反則（違反）行為に定められた反則金の納付を通告するものです。 

反則金を納付した場合、運転者はその反則（違反）行為に定められた刑事罰を科されることはありません。 

交通反則通告制度とは？ 

〇自転車の違反行為（例） 

酒酔い運転や酒気帯び運転はより悪質な 

交通違反として「赤切符」で取り締まられます。 

指定場所一時不停止 信号無視 通行区分違反 

傘さし × 

ながら運転 

スマホ × 

イヤフォン × 

ヘッドフォン × 

左側通行 〇 

自転車を利用するときは「ちばサイクルール」を守りましょう！ 

自転車に乗る前のルール 

①自転車保険に入ろう 
 ＊千葉県では令和4年7月1日から 

   自転車保険の加入が義務化されました 
 

②点検整備をしよう 
 ＊タイヤの空気圧やブレーキ・ライトなどの 

   点検・整備をしましょう 
 

③反射器材（リフレクター）を付けよう 
 ＊車体の前後だけでなく、側面にも反射器材を 

   取り付けて、道路横断時に車から発見しやすく 

   しましょう 
 

④ヘルメットをかぶろう 
 ＊令和5年4月1日から道路交通法でヘルメットの 

   着用が努力義務となりました 
 

⑤飲酒運転はやめよう 
 ＊自転車は車の仲間ですので、 

   飲酒運転は絶対禁止です 

①車道の左側を走ろう 
 ＊自転車は車道通行が原則です 

   車道を通行するときは道路の左側に寄って 

   通行しましょう 
 

②歩いている人を優先しよう 
 ＊例外的に歩道を通行するときは、 

   すぐに停止できる速度で歩行者の通行を 

   妨げないようにしましょう 
 

③ながら運転はやめよう 
 ＊傘さし・スマホ・ヘッドホン使用などはやめましょう 
 

④交差点では安全確認しよう 
 ＊交差点では信号や標識に従うだけでなく、 

   一時停止や徐行するなどして安全確認しましょう 
 

⑤夕方からライトをつけよう 
 ＊夕暮れ時は交通事故が起きやすいため、 

   暗くなる前に早めにライトをつけましょう 

自転車に乗るときのルール 

16項目の危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上検挙された場合、自転車運転者講習を受講しなければ

なりません。 詳しくは、千葉県警察のホームページをご確認ください。 



問い合わせ先：袖ケ浦市役所 防災安全課 ０４３８－６２－３１０６ 

☆ゴミ出しなどの短い時間でも必ず施錠 
☆長期間、家を空ける際は、近所の人に 
  ひと声かけて出かけましょう。 
☆外出時や就寝時は必ず戸締りをしましょう。 
☆トイレや浴室も必ず施錠しましょう。 
☆家の周囲には、２階への足場になりそうなもの 
 （植木や物置、脚立など）は置かないようにしましょう。 

侵入盗対策 

SNSを利用した詐欺が増えています！ 
投資詐欺►►►「必ずもうかる投資方法を教えます」などとメッセージを送るなどして、  

           ネットバンキングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺  

ロマンス詐欺►►►マッチングアプリなどを通じて出会った人と、実際に直接会うことなくやりとりを 

              続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等をだまし取られてしまう詐欺  

自転車盗対策 

☆防犯登録をする 
☆短い時間でも鍵をかける 
☆駐輪場、自宅に停めた場合でも鍵をかける 
☆ワイヤー錠をするなどツーロックをする 
 
 盗難被害に遭ったら、警察へ 

市内で増加しています！ 

頭に「＋１」や「＋４４」などから始まる番号は国際電話番号です。（日本は「＋８１」） 

海外からの着信に身に覚えがない場合は、電話に出ないようにしましょう。 

国際電話番号からの電話をブロックする際は、下記まで連絡してください。 

国際電話不取扱受付センター ０１２０－２１０－３６４ 

（平日９時～１７時／通話料無料） ※固定電話機が対象です 

実在する警察署の番号から電話がかかってきたり、本物そっくりなニセの 

ウェブサイトに誘導したりと手口が巧妙化しています。 

最近は、親族や市役所だけでなく、警察官をかたり、捜査などの名目で、犯人が指定する方法で

送金をさせ、金銭をだましとる特殊詐欺被害が発生しています。 

還付金がある 

保険料が戻ってくる 屋根瓦の修理が必要 

かばんをなくした 

あなたの口座が犯罪に使われている  

ホンモノの警察は、 

〇電話で捜査対象となっているなどと伝えることはありません。 

〇メッセージアプリで連絡をすることはありません。 

〇警察手帳や逮捕状の画像を送ることはありません。 

〇個人のスマートフォンに突然ビデオ電話をすることはありません。 

その電話の相手、ホンモノですか？ 





袖防第２０８８号 

令和８年１月１４日 

各  位  

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩 

（公印省略） 

 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達試験の 

実施について（お知らせ） 

 厳寒の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また日

頃より、市政全般にわたりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、国では地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、下記のとおり情報伝達試験

を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた試験で、本市

以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。 

つきましては、下記の情報伝達試験日に市内の防災行政無線スピーカーから試験放送

が流れますので、ご周知を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

記 

１ 実施日時  令和８年２月６日（金） 午前１１時 

        令和８年２月２０日（金） （予備日） 

        

２ 訓練の流れについて 

  １０時５０分に防災行政無線、生活安全メールにて、Ｊアラート試験放送

についての事前お知らせを放送します。 

 

  １１時００分 防災行政無線からＪアラートの試験放送が流れます。 

     

 （詳細につきましては【裏面】をご参照ください） 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

     袖ケ浦市役所 総務部 防災安全課危機管理班 

電話０４３８‐６２‐２１１９ 

 

 

 

 

回   覧 



   防災行政無線などを用いた情報伝達試験の実施  

 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。

この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）(※)を用いた試験で、袖ケ浦市以外

の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。  

 

（１） 試験実施日時  

令和８年２月６日(金) 午前11時00分ころ  

 

予定された日程で実施できなかった場合は、２月２０日（金）となります。 

 

（２）試験内容  

情報伝達手段   放送内容  

  防災行政無線 

及び戸別受信機  

 市内に設置してある防災行政無線から、一斉に、

次のように放送されます。  

【放送内容】  

上りチャイム音  

＋ 「これは、Jアラートのテストです。」×３回 

＋ 「こちらは、ぼうさいそでがうらです。」 

＋ 下りチャイム音  

 

(※) Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星など

を通じて瞬時にお伝えするシステムです。  

 

【お問い合わせ】  

袖ケ浦市総務部防災安全課危機管理班  

電話 ０４３８-６２-２１１９ 

 

 


